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Ⅰ．CSV インタフェース機能 

 

1. インタフェース・フォルダ 

業務システムと CSV インタフェース機能との間で、送受信時に物件インタフェース・フ

ァイルの受け渡しを行うフォルダ（ディレクトリ）は以下の規定とする。 

 

ドライブ X:     EASYEDI        SEND 

 

       RECV 

 

図 D.Ⅰ- 1 インタフェース・フォルダの構成 

 

 

図 D.Ⅰ- 2 インタフェース・フォルダの位置づけ 

 

（説明） 

(a) CSV インタフェース機能インストール時に、インタフェース・フォルダの先頭フォル

ダ EASYEDI の場所を任意に指定する。インストール時に、EASYEDI、SEND、

RECV 各フォルダが作成される。 

(b) SEND フォルダの下には、業務システムが取引先へメッセージを送信する際にインタ

フェース・ファイルをコピーする。 

(c) 各メッセージへ技術データを添付するには、インタフェース・ファイルと同じ場所

（SEND）にインタフェース・ファイルと同一名称のフォルダを作成し、そのフォル

ダ下に技術データ（複数可、サブフォルダ無し）をコピーする。 

(d) RECV フォルダには、受信したインタフェース・ファイルおよびインタフェース・フ

ァイルと同じ名称のフォルダ下に技術データ（複数可）を CSV インタフェース機能

がコピーする。 

その後、業務システムが必要なファイルをコピーし、ファイルおよび技術データフ

ォルダを削除する。 

 (e) フォルダ名一覧 

CSV 
インタフェース 

機能 

業務 
システム 

インタフェイス 
フォルダ 
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表 D.Ⅰ- 1 フォルダ名一覧 

番号 フォルダ名 説明 

１ EASYEDI CSV インタフェース機能のファイル管理での先頭フ

ォルダ（名称固定でインストール時に自動作成） 

２ SEND EASYEDI 直下に作成される、メッセージ送信用フォ

ルダ（名称固定でインストール時に自動作成） 

３ RECV EASYEDI 直下に作成される、メッセージ受信用フォ

ルダ（名称固定でインストール時に自動作成） 
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2. インタフェース・ファイル名称 

業務システムと CSV インタフェース機能との間で、送受信に受け渡しを行うインタフェ

ース・ファイルの名称は以下の規定とする。 

XXX99999.YYY 

         (a)  (b)  (c) 

(a)、(b)、(c)の内容は以下の通り。 

(a) XXX ：各メッセージ（設備見積業務、設備機器見積業務、購買見積業務、注文業務、出

来高・請求業務、立替業務、支払通知業務、工事請負契約外請求業務等）毎に

定義される名前。 

表 D.Ⅰ- 2 インタフェース・ファイル名称一覧(1) 

メッセージ XXX 
備考 

発注者 受注者 
設備見積依頼 SMI 送信 受信 
設備見積回答 SET 受信 送信 
設備機器見積依頼 SKI 送信 受信 
設備機器見積回答 SKK 受信 送信 
購買見積依頼 MIT 送信 受信 
購買見積回答 KAI 受信 送信 
見積不採用通知 MFU 送信 受信 
基本契約申込 KHN 送信 受信 
基本契約承諾 KHS 受信 送信 
確定注文 CYU 送信 受信 
注文請け UKE 受信 送信 
合意解除申込 
鑑項目合意変更申込 
合意打切申込 

HNM 送信 受信 
 

一方的解除通知 
一方的打切通知 

HNM 送信 送信 
（発注者または受注者が送信する） 

合意解除承諾 
鑑項目合意変更承諾 
合意打切承諾 

HNS 受信 送信 

出来高要請 DYO 送信 受信 
出来高報告 DHO 受信 送信 
出来高確認 DKA 送信 受信 
請求 SEI 受信 送信 
請求確認 SEK 送信 受信 
立替金報告 TAH 送信 受信 
立替金確認 TAK 受信 送信 
支払通知 SHT 送信 受信 
工事物件案内 KBA 送信 受信 
工事請負契約外請求 GSE 受信 送信 
工事請負契約外請求

確認 
GSK 送信 受信 
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【注】この表に記載のないメッセージについては、適宜定める。 

 

(b) 99999 ：任意に付ける番号（00001～99999）で表す。 

(c) YYY ：拡張子、ファイルの属性を表す。 

 

表 D.Ⅰ- 3 インタフェース・ファイル名称一覧(2) 

 データの種類 
YYY 

拡張子 
説明 

1 全体情報部分 
(鑑) 

INF 取引関連情報メッセージ 1 件の全体情報部分(鑑)の情報を 1
レコードで表す。 

2 明細情報部分 DAT 取引関連情報メッセージ 1 件の明細情報部分の情報を、1 明

細行 1 レコードで表し、複数レコードで表す。 
3 受信確認データ KAK 取引関連情報メッセージ 1 件の受信確認結果の情報を 1 レ

コードで表す。 
【注】取引関連情報メッセージとは、受信確認メッセージ以外の設備見積業務、設備機器見

積業務、購買見積業務、注文業務、出来高・請求業務、立替業務、支払通知業務、工事

請負契約外請求業務等のメッセージのことをいう。 
【注】全体情報部分、明細情報部分、受信確認データの関連づけ（同一の取引関連情報に係

わるファイルであることの認識）は XXX99999 部分の名称により行う。 
【注】受信確認データの役割、利用方法は、「B.I.7.受信確認の方法」を参照。 
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3. インタフェース・ファイルフォーマット 

 

 インタフェース・ファイルは以下の規定によるフォーマットで行う。 

 

(1) 購買見積業務、基本契約業務、注文業務、出来高・請求業務、立替業務、支払通知業

務、工事請負契約外請求業務のメッセージ 

 

1) 一つのインタフェース・ファイルは、全体情報部分(鑑)(.INF)と明細情報部分(.DAT)の 2

種類で構成される。 

(a) 全体情報部分のファイル（拡張子=INF) 

・レコード数=1 

・データ項目： 各取引関係情報の全体情報部分の全データ項目を過不足なく含む。 

(b) 明細情報部分のファイル（拡張子=DAT) 

・レコード数=明細書の行数（すなわち、CI-NET 形式ファイルの M6 マルチの繰り返

し回数）。各レコードは CRLF(HX '0D0A')で区切る。 

・データ項目： 各レコードは、各取引関係情報の明細情報部分の全データ項目を過不

足なく含む。 

・以下のメッセージについては、このファイルは作成しない。 

見積不採用通知メッセージ 

工事物件案内メッセージ 

合意解除申込メッセージ 

合意解除承諾メッセージ 

一方的解除通知メッセージ 

2) タブ(0x09)区切り文字による可変長ファイルとする。 

3) 各フィールド内で文字間のタブの使用は禁止とする。 

4) 各フィールド内で使用するシングルクォーテーション(')またはダブルクォーテーション

(")は通常の文字列として CSV インタフェース機能は認識する。 

 

 

(2) 設備見積業務のメッセージ 

 

1) 一つのインタフェース・ファイルは、全体情報部分(鑑)(.INF)と明細情報部分(.DAT)の 2

種類で構成される。 
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(a) 全体情報部分のファイル（拡張子＝INF) 

・レコード数=1 

・データ項目 

設備見積依頼、回答メッセージとも同一並び順である。 

以下の項目は、設備見積回答メッセージでは使用するが設備見積依頼メッセージでは

使用しない。 

［1181］帳票名称  ［1017］受注者担当部署名 

［1018］受注者担当者名  ［1019］受注者担当郵便番号 

［1020］受注者担当住所  ［1021］受注者担当電話番号 

［1069］受注者側見積・契約条件 ［1140］見積有効期間 

［57］消費税コード  ［1088］見積金額計 

［1089］明細金額計調整額 ［1090］調整後帳票金額計 

［59］課税分類コード  ［1096］消費税額 

［1097］最終帳票金額  ［1136］備考 

［55］自由使用欄 

設備見積依頼、回答メッセージとも同一フォーマット（並び順）なので、設備見

積依頼メッセージのこれらデータ項目の箇所は何も記載しない（タブを連続させ

る）。 

また以下の項目は、設備見積依頼メッセージでは使用するが設備見積回答メッセージ

では使用しない。 

［1174］発注者側見積・契約条件 ［1141］見積提出期限年月日 

設備見積依頼、回答メッセージとも同一フォーマット（並び順）なので、設備見

積回答メッセージのこれらデータ項目の箇所は何も記載しない（タブを連続させ

る）。 

 

(b)  明細情報部分のファイル（拡張子＝DAT) 

・レコード数=依頼書／見積書の明細行 1 行の情報をインタフェース・ファイルの 1 行に記載

する。 

・全レコード数は、依頼書／見積書の明細行数に等しい。 

・データ項目 

設備見積依頼、回答メッセージとも同一並び順である。 

 

2) タブ(0x09)区切り文字による可変長ファイルとする。 

3) 文字コードはシフト JIS とする。 
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【留意事項】 

 

 設備見積業務のメッセージに対する留意事項を以下に記載する。 

 

表 D.Ⅰ- 4 設備見積業務のメッセージに関する留意事項 

項目 留意事項 

［2］情報区分コー

ド 
以下の値とする。 

設備見積依頼 0303 
設備見積回答 0304 

［1197］サブセッ

ト・バージョン 
以下の値とする。 

設備見積依頼 REQSET02.00 
設備見積回答 QUOSET02.00 

［9］訂正コード 設備見積依頼、回答とも「1」とする。 
マルチの並べ方 （1）繰返しの最大回数まで使用しない場合は、前詰めで並べていく。 

例：［1056］支払条件は最大 4 回記載可能だが、記載すべき内容が

2 回のみならば、1、2 番目の位置（ｔｘｔ順序=34、35）を使

用し、3、4 番目の位置（ｔｘｔ順序=36、37）には何も記載し

ない。 
（2）複数データ項目の一括マルチの場合のインタフェース・ファイ

ルでの並び順： 
例：［1213］品名・名称と、［1214］規格・仕様・摘要 

○：［1213］#1 ［1214］#1 ［1213］#2 ［1214］#2 
×：［1213］#1 ［1213］#2 ［1213］#1 ［1214］#2 

 

 

(3) 設備機器見積業務のメッセージ 

 

1) 一つのインタフェース・ファイルは、全体情報部分(鑑)(.INF)と明細情報部分(.DAT)の 2

種類で構成される。 

 

(a) 全体情報部分のファイル（拡張子＝INF) 

・レコード数=1 

・データ項目 

設備機器見積依頼、回答メッセージとも同一並び順である。 

以下の項目は、設備機器見積回答メッセージでは使用するが設備機器見積依頼メッ

セージでは使用しない。 

[1009]参照帳票 No.  [1069]受注者側見積・契約条件 

[1140]見積有効期間  [1088]明細金額計 （=税抜き見積金額） 
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[1096]消費税額   [1097]最終帳票金額 （=税込見積金額） 

設備機器見積依頼、回答メッセージとも同一フォーマット（並び順）なので、設

備機器見積依頼メッセージのこれらデータ項目の箇所は何も記載しない（タブを

連続させる）。 

 

(b) 明細情報部分のファイル（拡張子＝DAT) 

・レコード数=依頼書／見積書の明細行 1 行の情報をインタフェース・ファイルの 1 行に記載

する。 

・全レコード数は、依頼書／見積書の明細行数に等しい。 

・データ項目 

設備機器見積依頼、回答メッセージとも同一並び順である。 

以下の項目は、設備機器見積回答メッセージでは使用するが設備機器見積依頼メッ

セージでは使用しない。 

[1222]単価    

[1223]明細金額 

[1292]定価 

設備機器見積依頼、回答メッセージとも同一フォーマット（並び順）なので、設

備機器見積依頼メッセージのこれらデータ項目の箇所は何も記載しない（タブを

連続させる）。 

 

2) タブ(0x09)区切り文字による可変長ファイルとする。 

3) 文字コードはシフト JIS とする。 

 

 

【留意事項】 

 

 設備機器見積業務のメッセージに対する留意事項を以下に記載する。 
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表 D.Ⅰ- 5 設備機器見積業務のメッセージに関する留意事項 

項目 留意事項 

[2]情報区分コード 以下の値とする。 
  設備機器見積依頼 0307 
  設備機器見積回答 0308 

[1197]サブセット・ 
バージョン 

以下の値とする。 
  設備機器見積依頼 REQKIK02.00 
  設備機器見積回答 QUOKIK02.00 

[9]訂正コード 設備機器見積依頼、回答とも「1」とする。 
マルチの並べ方 (1)繰返しの最大回数まで使用しない場合は、前詰めで並べてい

く。 
 例： [1056]支払条件は最大 4 回記載可能だが、記載すべき内

容が 2 回のみならば、1、2 番目の位置（txt 順序=37、38）
を使用し、3、4 番目の位置（txt 順序=39、40）には何も記

載しない。 
(2)複数データ項目の一括マルチの場合のインタフェース・ファイ

ルでの並び順： 
 例：[1213]品名・名称と、[1214]規格・仕様・摘要 
 ○： [1213]#1 [1214]#1 [1213]#2 [1214]#2 
 ×： [1213]#1 [1213]#2 [1214]#1 [1214]#2 

 

 

(4) 受信確認業務のメッセージ 

 

1) 一つのインタフェース・ファイルは、一つの取引関係情報メッセージに対する受信確認

結果の情報を含む 1 行のデータから成る。 

 

※各ファイルのデータ項目の並び順等は、「D.I.8.インタフェース・ファイルのデータ項目順

序」に示す。 
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4. インタフェース・ファイル生成・消滅 

 

(1) 送信用(SEND)フォルダ下 

 

1) 生成のタイミング 

 業務システムは、「D.I.2.インタフェース・ファイル名称」に準拠したファイルを作成

する。次のタイミングで取引関係情報メッセージの内容を送信用(SEND)フォルダ下に

書き出さなければならない。 

(a)  メッセージの新規作成時 

(b)  メッセージの更新時 

【注意事項】 受信確認処理について 

・取引先から返信される受信確認メッセージとの照合を行うには、業務システムは送

信した各取引関係情報のインタフェース・ファイルの名称を、受信確認データが戻

るまで記憶しておく必要がある。詳細は「D.I.7.受信確認の方法」を参照。 

 

2) 消滅のタイミング 

  次のタイミングで CSV インタフェース機能がインタフェース・ファイルを削除する。 

CSV インタフェースの送信処理を行った場合に、送信用(SEND)フォルダ下に存在す

るメッセージ全てを CSV インタフェースに取り込み、送信用(SEND)フォルダ下の

ファイルを削除する。 

【注意事項】 二重登録のチェックについて 

(a)  送信用(SEND)フォルダにファイルが存在する場合、業務システムは、これから

出力するファイルと同一のファイルが存在するかをチェックし、必要な場合は

ファイルの置き換えなどで二重に存在しないように出力する必要がある。 

(b)  CSV インタフェース機能は、ファイル名を昇順でソートし処理を行う。二重登

録のチェックは行わずに単に後から処理するファイルで上書きを行う。 

 

(2)  受信用(RECV)フォルダ下 

 

1) 生成のタイミング 

CSV インタフェース機能は、次のタイミングでメッセージの内容を受信用(RECV)フ

ォルダに書き出す。 

(a)  メッセージの受信時 

(b)  バックアップデータのリストア時 
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2) 消滅のタイミング 

次のタイミングで業務システムがファイルを削除する（本処理は CSV インタフェース

機能の範囲ではない）。 

業務システムが CSV インタフェースからファイルを取り込む場合、受信用(RECV)

フォルダ下のファイルから取り込み、業務システムが受信用(RECV)フォルダ下のフ

ァイルを削除する。 

【注意事項】 

 (a) 二重登録のチェックについて 

RECV フォルダにファイルが存在する場合、CSV インタフェース機能は、これか

ら出力するメッセージが既に存在するかどうかに関わらず、別ファイル名にて出

力する。 

二重登録については業務システムが行う。 

 (b) RECV フォルダ内のファイルの削除については業務システムが行う。 
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5. インタフェース・ファイル排他制御 

 

(1) 排他制御 

 1) 送信時 

 業務システムが作成したファイル（インタフェース・ファイル）を送信する際、業務シス

テムは SEND にまず、EDI_EJ_S.LCK と言うロックファイルを設定後、送信ファイルを

SEND 下にコピーする。コピーが完了したら EDI_EJ_S.LCK を削除する。したがって、

CSV インタフェース機能は SEND より送信ファイルを取得する際に、EDI_EJ_S.LCK の

存在を確認し、EDI_EJ_S.LCK が存在する間は送信ファイルの取得は行わず待ち状態とし、

EDI_EJ_S.LCK が消滅したら送信ファイルの取得を行う（実際の処理は、一定間隔でリト

ライを行う）。 

 2) 受信時 

 同様に、受信時に CSV インタフェース機能は RECV 下に EDI_EJ_R.LCK を設定し、

RECV 下に受信ファイルの書込みを行い、書込み終了後 EDI_EJ_R.LCK を削除するので、

業務システムは、受信ファイルの取込みに際し、EDI_EJ_R.LCK の存在をチェックし、受

信ファイルの取込みを行うこととする。 

 

(2) SEND フォルダ下のファイル取り戻しの禁止 

 SEND フォルダ下に、業務システムがファイルを一旦コピー後は、CSV インタフェース

機能がファイル情報を管理するため、業務システム、操作者が任意にファイルを削除（取り

戻し）してはならない。ただし、EDI_EJ_S.LCK ファイルを設定し、削除する前であれば

可能である。 
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6. CI-NET LiteS 対応 CSV インタフェース機能の構成 

 

市販または社内開発の業務パッケージ 

 
 

CI-NET LiteS 対応 CSV インタフェース 

SEND¥ 

ﾌｧｲﾙｺﾋﾟｰ 

送信後ﾌｧｲﾙ削除 

受 信 送 信 

ﾌｧｲﾙｺﾋﾟｰ 

RECV¥ 

（送信処理） （受信処理） 

インターネット 

ﾌｧｲﾙｺﾋﾟｰ及び削除 

技術資料 

複数 

技術資料 
フォルダ 

技術資料 
フォルダ 

技術資料 

複数 

ﾌｫﾙﾀﾞ作成 

技術資料ｺﾋﾟｰ 

ﾌｫﾙﾀﾞ作成 

トランスレータ 

技術資料ｺﾋﾟｰ 

 

（凡例） 

業務システムの機能 

CI-NET LiteS 対応 CSV インタフェース機能 

図 D.Ⅰ- 3 CI-NET LiteS 対応 CSV インタフェース機能の構成図 

 

 

ロックファイルの設定 

ロックファイルの解除 

ロックファイルの設定 

ロックファイルの解除 

業務システム 

CSV 形式

ﾒｯｾｰｼﾞ 
ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 
ﾌｧｲﾙ 

CSV 形式

ﾒｯｾｰｼﾞ 
ｲﾝﾀﾌｪｰｽ 
ﾌｧｲﾙ 
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7. 受信確認の方法 

 

※取引先とは、CII 形式のメッセージ（CI-NET 形式データおよび圧縮された技術データ）を授受 

図 D.Ⅰ- 4 受信確認メッセージの取扱いの概要 

 

<処理の概要> 

(1) 業務システムは、送信する取引関係情報メッセージのデータをインタフェース・フォ

ルダの SEND フォルダに書き出す。 

 同時に、このファイル名を取引関係情報のデータと対応づけて記憶しておく。 

(2) CSV インタフェース機能は、インタフェース・ファイルを変換、送信する。 

(3) CSV インタフェース機能は、受信したデータ中に受信確認メッセージが含まれている

場合、送信済みの取引関係情報メッセージと照合し、どの取引関係情報に対する受信確

認であるかをチェックする。 

(4) CSV インタフェース機能は、チェック結果にもとづき受信確認データをインタフェー

ス・フォルダの RECV フォルダに書き出す。この際のファイル名（拡張子以外）は、上

記(1)のファイル名と同一とする。 

(5) 業務システムは、上記(4)のファイルを読み込む。 

 ファイル名により送信済みの取引関係情報のデータと対応づけて受信確認処理を行う。 

 

【注意事項】 

 ファイル名により照合を行うので、業務システム側では、ある取引関係情報の送信に使

用した SEND フォルダのインタフェース・ファイル名（XXX99999）は、そのデータに

対する受信確認メッセージが戻るまで、他のデータの送信用インタフェース・ファイル名

には使用しない。 

 

(3)
受信確認チェック

(4)
XXX99999.KAK

受信確認

取引関係情報

業務システム
インタフェース・

フォルダ
CSVインタフェース

機能

XXX99999.INF
XXX99999.DAT

(2)
変換、送信

XXX99999.INF
XXX99999.DAT

(5)
XXX99999.KAK

 送信したメッセージ
 の控えなど

照合
同

一
名

RECV

SEND
(1)
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8. 注文情報の保存 

 

注文業務に対応する CI-NET LiteS の対応 CSV インタフェース機能製品は、2001 年 4

月 1 日施行の建設業法第 19 条改正にともなって国土交通省が 2001 年 3 月 30 日に公表し

た「建設業法施行規則第 13 条の 2 第 2 項に規定する『技術的基準』に係るガイドライン」

記載された以下の要件に対応する機能を備えることが望ましい。 

 

 本資料では､本資料回提示における最終更新の関係法令を記載している｡ 

現行法では､建設業法施行規則第 13 条の 2（建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を

利用する方法）第 2 項は､第 13 条の 4 第 2 項に移行している｡ 

建設業法施行規則第 13 条の 2 第 2 項に規定する『技術的基準』に係るガイドライン 

平成 13 年 3 月 30 日 

国土交通省 

 

3.原本性の確保について（規則第 13 条の 2 第 2 項第 2 号関係） 

 

(3)電磁的記録等の保存 

建設業を営む者が適切な経営を行っていくためには、自ら締結した請負契約の

内容を適切に整理・保存して、建設工事の進行管理を行っていくことが重要であ

り、情報通信の技術を利用した方法により締結された契約であってもその契約事

項等の電磁的記録等を適切に保存しておく必要がある。 

その際、保管されている電磁的記録が改ざんされていないことを自ら証明でき

るシステムを整備しておく必要がある。また、必要に応じて、信頼される第三者

機関において当該記録に関する記録を保管し、原本性の証明を受けられるような

措置を講じておくことも有効であると考えられる。 
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9. インタフェース・ファイルのデータ項目順序 

 

インタフェース・ファイルのフォーマット、データ項目順序を示す。 

 

(1) 受信確認データ（拡張子=KAK）のフォーマット 

 

 252 byte の固定長ファイル。レコード数=1。 

 

 1～251 byte 

「CII シンタックスルール Ver.1.51」に定義された受信確認メッセージと同一。 

 252 byte 

受信確認状況： 

 1:相手方受信。トランスレーション・エラー無し。 

 2:相手方受信。トランスレーション・エラー有り。 

 9:その他 

 

(2) 全体情報部分（鑑、拡張子=INF)のデータ項目記載順序 

（次ページ以降掲載の表を参照） 

 

(3) 明細情報部分（拡張子＝DAT）のデータ項目記載順序 

（次ページ以降掲載の表を参照）
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凡例 
 

■タグ 

・個別のデータ項目に割り当てられた番号。 
■属性 

・データ項目に使用する文字の種類を識別する記号。 
X 属性 

1 バイト（半角）の英数文字、およびカタカナ。正確には、JIS-X0201 という JIS 規約

で定められている 8 ビットの文字列データである。 
X 属性のデータ項目では、本資料において特段の指定の無い限り、左詰めで記載する。 
（例 1 参照） 
また X 属性で右詰めの指定がある項目では、その使用可能な桁数内において未使用の

桁がある場合、その部分について、 
・「sp」(スペース：8bit 文字コード表の Hex 表示 20) 
・「0」(ゼロ：8bit 文字コード表の Hex 表示 30) 
のいずれを使用してもよいものとする。 
さらに X 属性の項目における使用可能な桁数以外の部分については、 
・「sp」(スペース：8bit 文字コード表の Hex 表示 20) 
を入れるものとする。（例 2 参照） 
【例 1】[1019]受注者担当郵便番号（X 属性、最大バイト数 10）に「105-0001」を記載

する場合。 
 正：105-0001 
 誤：ss105-0001 （"s"はスペースを表す） 
【例 2】[1179]帳票データチェック値（X 属性、最大バイト数 15）に[1]データ処理 No.
「123」（15 バイトの中の右詰め 5 桁）を記載する場合。 

正：ssssssssss00123 
誤：ssssssssssss123 
誤：ssssssssss123ss 
誤：0000000000ss123 

（注）LiteS 実装規約 Ver.2.1 ad.6 以前は「ssssssssssss123」の表記も正と記載され

ていたため、同 Ver.2.1 ad.6 以前からの運用システムにおいては、

「ssssssssssss123」の表記も混在しており、注意が必要である。なお、

「ssssssssssss123」と表記している場合は、できる限り速やかに

「ssssssssss00123」の表記に改修することが望ましい。 
 
 なお、本資料のメッセージサブセットの使用データ項目一覧表で「M」と記載するデ

ータ項目では Mix モード（8 ビット文字と 16 ビット文字の混在）を許す。これらの

データ項目はシフト JIS コードで記載しなければならない。 
 
【重要事項】単位の記載について 
 本資料に定めるメッセージサブセットには、単位に関連する以下のデータ項目が含ま

れる。 
 [1219]明細数量単位 
 [1209]使用期間単位 
 [1217]補助数量単位 
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 これらのデータ項目では、CI-NET 標準 BP「3.2.3.12 単位コード」に定める単位コ

ードを使用しなければならない。ただし CI-NET LiteS の運用上 Mix モードを許容す

るので、半角（8 bit）文字を使用してよい。しかし「m2」など、複数の英数カナ文字

を含む単位コードについては、全ての英数カナ文字を半角（8 bit）あるいは全角（16 
bit）文字に統一しなければならない。 
 正： m2 半角+半角 
 正： ｍ２ 全角+全角 
 誤： ｍ2 全角+半角 
 誤： m２ 半角+全角 
 誤： M2 CI-NET 標準 BP に定める単位コード以外の記載 
 誤： 平米 CI-NET 標準 BP に定める単位コード以外の記載 

 
K 属性 

2 バイト（全角）のかな漢字など。 
正確には、JIS-X0208 という JIS 規約で定められている 16 ビットの文字列データで

ある。したがって、いわゆる外字は使用不可能。 
外字の例；①、②、③...、㎡、㌔、㌧、㍍、㌫...、㈱、㈲、㈹.... 

K 属性のデータ項目では、本資料において特段の指定の無い限り、左詰めで記載する。 
 

【重要確認】 
X 属性は 8bit 文字列、K 属性は 16bit 文字列であるが、CII シンタックスルールによ

り、共にこれら文字列では、最も右側にあるブランク以外の文字よりもさらに右側にあ

るブランクを省略することができる 
 

【重要確認 2】 
JIS X0213:2004（JIS2004）という JIS 規約で定められている第三水準、第四水準

および非漢字のうち JIS X0208 と比べこの JIS 規約で新たに追加定義された文字につ

いては使用してはならない。 
 
9 属性 

1 バイト(半角)の「0」～「9」の数字のみで表される数値。カンマは記載しない。 
 
N 属性 

1 バイト(半角)の「0」～「9」の数字、「+」、「-」の正負記号、「.」の小数点で表される

数値。カンマは記載しない。 

 

■バイト数 

・X 属性のデータ項目では最大文字数を示す。 
・K 属性のデータ項目では、1 文字が 2 バイトなので、最大文字数の 2 倍を示す。 
・9 属性および N 属性のデータ項目では整数部の最大桁数を示す。小数点以下の桁数、小

数点、正負記号はバイト数に含まれない。 
・なお、ここに示す値はデータ項目の最大バイト数である。実際に送信するデータ項目の桁

数がこの値より少ない場合は、必要な桁数だけ送信することができる。 

 

■小数 

・9 属性および N 属性のデータ項目の小数点以下の最大桁数を示す。 
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・なお、上記のバイト数と同じく最大桁数であり、実際に送信するデータ項目の桁数がこの

値より少ない場合は、必要な桁数だけ送信することができる。 

 

■総桁数 

・ N 属性のデータ項目については、上記のバイト数と小数の桁数に、正負記号および小数点

を加えた総桁数を示す。 
・ X 属性、K 属性、9 属性については、上記のバイト数と同じ長さである。 

 

■回数 

・マルチデータ項目の最大繰り返し回数を示す。明細情報部の M6 レベル 1 における回数

∞（無限大）とは、見積書の明細行を任意回数繰り返せることを表す。 
・なお、最大回数であり、最大回数以内で必要な回数だけ送信することができる。 

 

■マルチ 

・「M」は、マルチ明細項目（繰り返し可能）であることを示す。逆に、マルチ欄に記載の

無いデータ項目は同一メッセージ内に 1 度しか記載できない。 
・「M9」、「ME」などの番号は、メッセージ内に複数存在するマルチ明細を特定する番号で

ある。 
・「M7 レベル 2」、「M8 レベル 2」は、「M6」のマルチの中でさらにもう一段のマルチがと

られている（ネスト化されている：下図参照）ことを表す。これに対し「レベル 1」は、

ネスト化されていいマルチを表す。 
 

図 D.Ⅰ- 5 マルチレベル 1 とレベル 2 の例 

 

■使用・不使用のデータ項目 

・メッセージの「順序」に数字が入っているデータ項目は当該メッセージの CSV ファイル

で使用できる項目。 
･メッセージの「順序」が空欄のデータ項目は当該メッセージで使用してはならない項目。 

 

見積明細書

玄関　床

花崗岩

ホール　巾木

花崗岩

前室　飾り棚

大理石

JB

100×100

本磨き

100×25

本磨き

850×450

1

2

3

品名 摘要 数量 単位 単価

3.50 m2 20000.0

10.00 m 5000.0

9.00 m2 20000.0

[1213]品名・名称

[1214]規格・仕様・摘要

[1218]明細数量

[1219]明細数量単位

[1222]単価

マルチ6レベル1
　1,2,3回目 マルチ7レベル2　1,2回目
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1) 設備見積依頼／回答、機器見積依頼／回答 

(a) 全体情報部分のファイル（拡張子=INF) 
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D.Ⅰ.CSV インタフェース機能 

 

69 
Ver.2.2 ad.0CSV インタフェース機能確定版(20221013) 

(b) 明細情報部分のファイル（拡張子=DAT) 
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2) 購買見積（依頼／回答／不採用）、注文（確定・請け）、鑑変更（合意申込／合意承

諾）、解除（合意申込／合意承諾／一方的通知） 

(a) 全体情報部分のファイル（拡張子=INF) 
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(b) 明細情報部分のファイル（拡張子=DAT) 
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3) 基本契約（申込／承諾） 

(a) 全体情報部分のファイル（拡張子=INF) 
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(b) 明細情報部分のファイル（拡張子=DAT) 
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4) 打切（申込／承諾／通知）、出来高(要請／報告／確認)､請求(請求／確認)､立替

(報告／確認) 

(a) 全体情報部分のファイル（拡張子=INF) 
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(b) 明細情報部分のファイル（拡張子=DAT) 
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5) 支払通知 

(a) 全体情報部分のファイル（拡張子=INF) 
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(b) 明細情報部分のファイル（拡張子=DAT) 
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6) 工事物件案内､工事請負契約外(請求／請求確認) 

(a) 全体情報部分のファイル（拡張子=INF) 
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(b) 明細情報部分のファイル（拡張子=DAT) 
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10. 工事請負契約外請求一括取り込み CSV インタフェース機能 
 

(1) 本資料の背景・目的 

受注者より提出される納品書の作成パターンは様々であり、それを基に作成する請求書

も同様に多様である。 

工事請負契約外請求においては、その対象となる商品・サービスを提供する受注者側のこ

れまでの商慣習から、従来 CI-NET LiteS で想定してきた「1 案件 1 請求」ではない形、す

なわち受注者の処理、管理体系上、複数の発注者、複数の案件、いくつかの作業所、支店等

の請求を 1 つにまとめて処理するパターンへの対応も可能とする。 

これらの処理を行えるようにする背景としては、契約外請求情報（資材購入や、リース・

レンタル品等）を CI-NET LiteS で受渡しを行う場合は、受注者側にて既に運用中である販

売管理システム等から請求情報を出力するケースが多くなると考えられるものの、それら

のデータを CI-NET LiteS の契約外請求情報の鑑情報（GSE*****.INF （注）*****は 5

ケタの通し番号）、明細情報（GSE*****.DAT）に合わせて出力するには、現行システムの

改造等の作業負荷や費用負担が発生すると考えられるため、受注者にとって、既存システム

に大きな改修を加えない形での、契約外請求業務の EDI 化を進めることが期待されている。 

 

ここでは、受注者の省力化を目的とし、従来の工事請負契約外の請求情報を従来の鑑情報、

明細情報での CSV インタフェース適用による運用に合わせて、複数の取引先、複数の工事

物件の請求情報を、一括で受け渡す事のできる CSV インタフェースフォーマットを利用す

る方法を解説する。 

なお、工事請負契約外請求の受渡し可能な CI-NET 対応システムは上記のフォーマット

にも対応できることが望ましい。 

また、場合によっては本機能を用いて発注者でも同様に、複数の工事請負契約外請求メッ

セージを一括で受渡しできる機能の検討も可能となる。 

 

図 D.Ⅰ- 6 従来の CI-NET LiteS の CSV インタフェースによる受け渡しイメージ 

 

 

契約外請求 
鑑情報 
（ GSE*****.INF

契約外請求 
明細情報 
（ GSE*****.DAT

 

受発注 

システム

等 

発注者Ａ社 X 工事の 
契約外請求メッセー

ジ 
(1 件) 

【CI-NET 対応製品、サービス等】 【受注者の社内システム等】 
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＜パターン A＞ 

 

＜パターン B＞ 

 
（注）「MSE」は工事請負契約外請求 CSV ファイルのインタフェース・ファイル名称、「TXT は工事請負

契約外請求一括取り込み CSV ファイルのインタフェース・ファイル名称の拡張子を表す。（⇒表 D.Ⅰ- 6 

工事請負契約外請求一括取り込みインタフェース・ファイル名称一覧(1)、表 D.Ⅰ- 7 工事請負契約外請

求一括取り込みインタフェース・ファイル名称一覧(2) を参照。） 

図 D.Ⅰ- 7 工事請負契約外請求一括取り込み機能による受渡しイメージ 

 

受信者は、自社システムに IN/OUT に利用する CSV インタフェース･ファイルについて以

工事請負契約

外請求一括取

り込み CSV フ

ァイル 
（ MSE*****.
TXT） 
A 社 X 工事 
A 社 Y 工事 
B 社 Z 工事 
 

受発注 

システム

 

発注者Ａ社 X 工事の契

約外請求メッセージ 

発注者Ａ社 Y 工事の契

約外請求メッセージ 

発注者 B 社 Z 工事の契

約外請求メッセージ 

 

分割処理 

 ・・
・ 

 ・・
・ 

【CI-NET 対応製品、サービス等】 【受注者の社内システム等】 

 

工事案内 

一括取り込み

CSV ファイル 
（ MSE*****.
TXT） 
A 社 X 工事 
A 社 Y 工事 
B 社 Z 工事 
 

受発注 

システム

等 

発注者Ａ社 X 工事の契約

外請求メッセージ 

発注者Ａ社 Y 工事の契約

外請求メッセージ 

発注者 B 社 Z 工事の契約

外請求メッセージ  ・・
・ 

 ・・
・ 

 

工事案内 

【CI-NET 対応製品、サービス等】 【受注者の社内システム等】 

 

分割処理 
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下が選択可能。 

1)形式 

 タグ付き方式 CSV 

 順序方式 CSV 

2)文字コード 

 UTF 8/16 

 SHIFT JIS（標準） 
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■工事請負契約外請求一括取り込み CSV の運用イメージ 

 

受注者は、複数の契約外請求メッセージの情報を１ファイルで出力をおこなう、CI-NET

対応システムでは、そのファイルを下記のキー項目情報を元に分割し、発注者に通常の工事

請負契約外請求メッセージと同様の情報の受け渡しを行う。 

 

 

 

図 D.Ⅰ- 8 工事請負契約外請求一括取り込み CSV の運用イメージ 

 

【契約外請求メッセージに統一取引を見分けるキー項目】 

[1] データ処理 No. 

[4] 発注者コード 

[5] 受注者コード 

[1006] 工事コード 

[1007] 帳票 No.（ここでは受注者の請求番号を示す。） 

 

（MSE*****.TXT） 
 （GSE*****.INF） 

（GSE*****.DAT） 
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■工事請負契約外請求一括取り込み CSV フォーマットの例 

 

図 D.Ⅰ- 9 工事請負契約外請求一括取り込み CSV フォーマットの例 

 

■具体的な請求書作成・発行ケース 

 〔ケース 1：同一発注者の複数作業所分の請求書発行の場合〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 D.Ⅰ- 10 同一発注者の複数作業所分の請求書発行のイメージ 

 

同一発注者の複数作業所向けの納品に対する請求を行う際、既に受注者側で請求書発行

の社内システムがあり、そこでは作業所ごとの請求書発行ではなく、発注者 1 社に対する

請求書としてまとめて作成するようなケースがある。このようなケースでは、個々の作業所

単位での請求書を出す仕組みを新たに組み込む必要が生じることから、作業所単位に分け

て請求 EDI データを作成する処理を、EDI サービスを提供する事業者が対応する方法が考

えられる。 

タグNo.の項目名

項目名
データ処
理No.

発注者コード 受注者コード 工事コード
工事場所・受渡し場所

略称
帳票No.

明細
コード

品名・名称(マルチ２回目)

工事請負契約外請求一括CSVフォーマットの例
タグNo. 第1レコード CINT1 CINT4 CINT5 CINT1006 CINT1173 CINT1007 CINT1200CINT1213_2

第2レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00001 振興ビル新築工事　 08190G183810001 120-150-200J
請求1 第3レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00001 振興ビル新築工事　 08190G183810002 0～299mmHg

第4レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00001 振興ビル新築工事　 08190G183810003 0～299mmHg
第5レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00001 振興ビル新築工事　 08190G183810004 0～299mmHg
第6レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00002 基金ビル新築工事　 836571 0001 キャブタイヤケーブル 5.5スケア　30M

請求2 第7レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00002 基金ビル新築工事　 836571 0002 分離型ストライナー復道38 (SD490)
第8レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00002 基金ビル新築工事　 836571 0003 分離型ストライナー復道ポンプ　1.3KW
第9レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00002 基金ビル新築工事　 836571 0004 高周波インバータ100V
第10レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00002 基金ビル新築工事　 836571 0005 高周波インバータ100V
第11レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00002 基金ビル新築工事　 836571 0006 ベビーホイスト　230K 20M非常停止付
第12レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00002 基金ビル新築工事　 836571 0007 マイディアーム 250KG
第13レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00002 基金ビル新築工事　 836571 0008 納入運賃（基本）
第14レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00002 基金ビル新築工事　 836571 0009 高周波バイブレータ 50MM 6M
第15レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00002 基金ビル新築工事　 836571 0010 運賃（至急便）
第16レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00003 基金会館改修工事　 SEIKYU-01 0001 ＜＜リース料＞＞

請求3 第17レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00003 基金会館改修工事　 SEIKYU-01 0002 アルウォーク
第18レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00003 基金会館改修工事　 SEIKYU-01 0003 アルウォーク
第19レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00003 基金会館改修工事　 SEIKYU-01 0004 アルウォーク
第20レコード 00001 2xxxxx000000 2xxxxx000000 KOJI00003 基金会館改修工事　 SEIKYU-01 0005 リース　継続　残数

:
:
:

A 作業所 
納品書 

B 作業所 
納品書 

C 作業所 
納品書 

A 作業所 
請求書 

B 作業所 
請求書 

C 作業所 
請求書 

請求一括 
取り込み 
ファイル 

A 作業所 
請求書 

B 作業所 
請求書 

C 作業所 
請求書 

ここの分割振り分け処理以降は EDI サービス事業者が対応 



D.Ⅰ.CSV インタフェース機能 

 

105 
Ver.2.2 ad.0CSV インタフェース機能確定版(20221013) 

 

 

 

 〔ケース 2：異なる発注者の複数作業所分の請求書発行の場合〕 
      A-1 作業所 
      A-2 作業所 
           ： 
      B-1 作業所 
      B-2 作業所                                                 
          ： 
      C-1 作業所 
      C-2 作業所 
      C-3 作業所 
 
 
 
 

図 D.Ⅰ- 11 異なる発注者の複数作業所分の請求書発行のイメージ 

 

ケース 1 では同一発注者の複数作業所向けの納品をまとめるケースであったのに対し、

ケース 2 では、異なる発注者の複数作業所分の納品をまとめて請求するケースを想定した

ものである。 

工事請負契約外請求一括取り込み CSV ファイルに発注者及び作業所を分割振り分けする

のに必要な情報が入っていれば、その処理は EDI サービスを提供する事業者が対応すると

いうことが可能であり、分割振り分けされた請求書は CI-NET LiteS のメッセージ作成方

法に基づき作成、送信することとすればよい。 

 

(2) 一括取り込みインタフェース・ファイル名称 

業務システムと CSV インタフェース機能との間で、送受信に受け渡しを行う工事請負契約

外請求一括取り込みインタフェース・ファイルの名称は以下の規定とする。 

 XXX99999.YYY 

             (a) (b)   (c) 

(a)、(b)、(c)の内容は以下の通り。 

(a) XXX ：各メッセージ（設備見積業務、設備機器見積業務、購買見積業務、注文業務、出

来高・請求業務、立替業務、支払通知業務、工事請負契約外請求業務等）毎に

定義される名前。 

  

A 社分 
納品書 

B 社分 
納品書 

C 社分 
納品書 

請求一括 
取り込み 
ファイル 

A-2 作業所 
請求書 

C-3 作業所 
請求書 

ここの分割振り分け処理以降は EDI サービス事業者が対応 

A 社分 
請求書 

B 社分 
請求書 

C 社分 
請求書 

C-2 作業所 
請求書 

C-１作業所 
請求書 

B-2 作業所 
請求書 

A-1 作業所 
請求書 

B-1 作業所 
請求書 
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表 D.Ⅰ- 6 工事請負契約外請求一括取り込みインタフェース・ファイル名称一覧(1) 

一括取り込み対象の 
メッセージ 

XXX 備考 
発注者 受注者 

工事請負契約外請求 MSE 受信 送信 

 

(b) 99999 ：任意に付ける番号（00001～99999）で表す。 

(c) YYY ：拡張子、ファイルの属性を表す。 

 

表 D.Ⅰ- 7 工事請負契約外請求一括取り込みインタフェース・ファイル名称一覧(2) 

 データの種類 
YYY 

拡張子 
説明 

1 一括情報 TXT 取引関連情報メッセージ複数件の全体情報部分(鑑)＋明細

情報部分を 1 明細行 1 レコードで表し、複数レコードで表

す。 
 

(3)  一括取り込みインタフェース・ファイルフォーマット 

 工事請負契約外請求一括取り込みインタフェース・ファイルは以下の規定によるフォー

マットで行う。 

 

 1) 一つのインタフェース・ファイルは、全体情報部分と明細情報部分を合わせた 1 種類

で構成される。 

・工事請負契約外請求一括取り込み情報部分のファイル（拡張子=TXT) 

・レコード数=請求書の枚数×明細書の行数（すなわち、請求書の枚数×CI-NET 形式

ファイルの M6 マルチの繰り返し回数）。各レコードは CRLF(HX '0D0A')で区切る。 

・データ項目： 各取引関係情報の全体情報部分の全データ項目と、明細情報部分の全

データ項目を過不足なく含む。 

 2) タブ(0x09)区切り文字による可変長ファイルとする。 

 3) 文字コードはシフト JIS とする。 

 4) 各フィールド内で文字間のタブの使用は禁止とする。 

 5) 各フィールド内で使用するシングルクォーテーション(')またはダブルクォーテーショ

ン(")は通常の文字列として CSV インタフェース機能は認識する。 

 6) 1 レコード目に､タグ付き方式として｢CINT｣+｢タグ No.｣をセットする｡マルチは

｢CINT｣+｢タグ No.｣+｢_マルチ回数｣をセットする｡ 

 7)  2 レコード目からは､全体情報部分､明細情報部分 1 行目､ 明細情報部分 2 行

目･･････の順にセットする｡ 

 8) タグ No.付き方式の CSV ファイルのため､必要なデータ項目を記載するといった選択が
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可能である｡ 

 

図 D.Ⅰ- 12 一括取り込みインタフェース・ファイルのイメージ 

 

※各ファイルのデータ項目の並び順等は、「D.I.9.(5) 一括取り込みインタフェース・ファイ

ルのデータ項目順序」に示す。 

 

(4) 一括取り込みインタフェース・ファイルの注意事項 

1) 工事請負契約外請求一括取り込み CSV インタフェースは、１ファイルで複数の取引

を表現するため、以下のように、CSV ファイル内の１レコードの前方に鑑情報、後方に明

細情報を含む構造になっている。 

このため、CSV ファイル内で同一請求情報が複数レコードにより表現される場合には、

統一請求の鑑項目情報は同一としなければならない事とする。 

 

表 D.Ⅰ- 8 工事請負契約外請求一括取り込み CSV インタフェース・ファイルの構造 

1.CSVインタフェース･ファイルサンプル
1レコード目 CINT1 CINT4 CINT5 CINT1

006
CINT1
007

CINT1
008

CINT1
023

CINT1
013

CINT1
017_1

CINT1
018_1

CINT1
019_1

CINT1
020_1

2レコード目 00001 2xxxxx
000000

2xxxxx
123456

KT112
6600

461954 202110
01

A0522
3001

○○株
式会社

営業部 □□□
□

364-
0002

埼玉県
□□
市････
･･

3レコード目 00001 2xxxxx
000000

2xxxxx
123456

KT112
6600

461954 202110
01

A0522
3001

○○株
式会社

営業部 □□□
□

364-
0002

埼玉県
□□
市････
･･

2.タグNo.の項目名
データ項目
名

データ処
理No.

発注者
コード

受注者
コード

工事コー
ド

帳票No. 帳票年
月日

受注者
コード２
(発注者
採番)

受注者
名

受注者
担当部
署名

受注者
担当者
名

受注者
担当郵
便番号

受注者
担当住
所

1 レコード目 鑑項目情報のタグ No. 明細情報のタグ No. 

2 レコード目 請求１ 鑑項目情報※1 請求１ 明細情報 １行目 

3 レコード目 請求１ 鑑項目情報（※1 と同じ）  明細情報 ２行目 

4 レコード目 請求１ 鑑項目情報（※1 と同じ）  明細情報 ３行目 

5 レコード目 請求１ 鑑項目情報（※1 と同じ）  明細情報 ４行目 

6 レコード目 請求２ 鑑項目情報※2 請求２ 明細情報 １行目 

7 レコード目 請求２ 鑑項目情報（※2 と同じ）  明細情報 ２行目 

8 レコード目 請求２ 鑑項目情報（※2 と同じ）  明細情報 ３行目 

9 レコード目 請求３ 鑑項目情報※3 請求３ 明細情報 １行目 

10 レコード目 請求３ 鑑項目情報（※3 と同じ）  明細情報 ２行目 
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2）工事請負契約外請求一括取り込み CSV インタフェースファイル中でエラーがあるレコ

ードが発生した場合は、CSV ファイル内で同一請求情報に関しては情報を送信できない事

とする。したがって、エラーの発生した請求情報は、該当のエラーレコード（明細１行分）

を省いては送信処理を行なう様なことをしてはいけない。 

また、その他の問題の無い請求情報に関しては、送信はできるようにする事とする。 

なお、CI-NET 対応システムはエラーがあった請求の情報を利用者に何らかの手段で伝達

できるような機能を持つ事が望ましい。 

 

表 D.Ⅰ- 9 工事請負契約外請求一括取り込み CSV インタフェース・ファイルの構造 

（エラーがあるレコード発生の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 以下等は、規約に反しているので、エラーと処理する。これは、システム提供者の範

疇である。 

   ･金額項目のタグ番号を間違えて金額なしとなった場合 

   ･データ項目の桁あふれの場合 

   ･K 属性であるにもかかわらず､半角文字であった場合 

 

4) 利用者が社内システムから出力した CSV ファイルを流用する用途があるため、工事

請負契約外請求一括取り込み CSV インタフェース･ファイルにおいてタグ No.付きのレコ

ードに定義されていないタグNo.あるいはタグNo. のセルが空白等の場合であっても､その

11 レコード目 請求３ 鑑項目情報（※3 と同じ）  明細情報 ３行目 

1 レコード目 鑑項目情報のタグNo. 明細情報のタグ No.  

2 レコード目 請求１ 鑑項目情報 請求１ 明細情報 １行目  

3 レコード目 請求１ 鑑項目情報 明細情報 ２行目  

4 レコード目 請求１ 鑑項目情報 明細情報 ３行目  

5 レコード目 請求１ 鑑項目情報 明細情報 ４行目  

6 レコード目 請求２ 鑑項目情報 請求２ 明細情報 １行目  

7 レコード目 請求２ 鑑項目情報 明細情報 ２行目（エラー）  

8 レコード目 請求２ 鑑項目情報 明細情報 ３行目  

9 レコード目 請求３ 鑑項目情報 請求３ 明細情報 １行目  

10 レコード目 請求３ 鑑項目情報 明細情報 ２行目  

11 レコード目 請求３ 鑑項目情報 明細情報 ３行目  

正常に送信 

正常に送信 

請求２は送信しない。 
※明細 2 行目を省いて 
送信してもいけない。 

※送信者にエラーを通知 



D.Ⅰ.CSV インタフェース機能 

 

109 
Ver.2.2 ad.0CSV インタフェース機能確定版(20221013) 

データ項目は読み飛ばすようなシステム機能を考慮することが望ましい。 

 

(5) 一括取り込みインタフェース・ファイルのデータ項目順序 

工事請負契約外請求一括取り込みインタフェース・ファイルのフォーマット、データ項目

順序を示す。 

（次ページ以降掲載の表を参照） 

 

【注意事項】 

実装規約の項目定義で「使用しない」と明記している項目は、インタフェース・ファイル

の CSV 表には含めない(例えば､[1179]帳票データチェック値マルチ 2~9 回目)。 

他のメッセージのように､｢使用しないデータ項目ではあるが定義はされている｣とのデ

ータ項目は､一括取り込みインタフェース・ファイルにはない｡ 
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１） 一括取り込み（拡張子=TXT）のデータ項目記載順序 
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(6) 請求書サンプル 

請求書サンプルは、工事請負契約外請求業務、主にレンタル・リース業務で使用され 

ているものを基に作成したサンプルであり、CI-NET データ項目との関係をタグ番号 

を示して分かり易く例示したものである。 
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1) 請求書サンプル 1 

 

図 D.Ⅰ- 13 工事請負契約外取引における請求書サンプル 1 
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2) 請求書サンプル 2 

 

図 D.Ⅰ- 14  工事請負契約外取引における請求書サンプル 2 
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3) 請求書サンプル 3 

 

図 D.Ⅰ- 15 工事請負契約外取引における請求書サンプル 3 
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Ⅱ. 設備見積・設備機器見積メッセージの CSV フォーマット 
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Ⅱ．設備見積・設備機器見積メッセージの CSV フォーマット 

 

本章は、「Ⅰ．CSV インタフェース機能」に統合する。 2005.07.01 
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